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介
護
保
険
制
度
は
、
平
成
12
年
に
導

入
さ
れ
、
介
護
を
必
要
と
す
る
人
を
社

会
全
体
で
支
え
る
仕
組
み
と
し
て
、
着

実
に
浸
透
・
定
着
し
て
き
ま
し
た
。

　
一
方
で
、「
団
塊
の
世
代
（
戦
後
ベ

ビ
ー
ブ
ー
マ
ー
）」
が
高
齢
期
を
迎
え
、

超
高
齢
社
会
の
中
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

用
は
年
々
増
大
し
、
平
成
21
年
度
に
は

約
30
億
円
に
達
す
る
見
込
み
で
す
。
こ

れ
と
並
行
し
て
、
満
65
歳
以
上
の
人
が

納
め
る
第
１
号
被
保
険
者
介
護
保
険
料

月
額
も
、
第
１
期
（
平
成
12
〜
14
年
度
）

２
、７
４
１
円
か
ら
始
ま
っ
て
、
第
２
期

（
平
成
15
〜
17
年
度
）３
、３
１
９
円
、
第

３
期
（
平
成
18
〜
20
年
度
）４
、
６
０
０

円
と
高
騰
し
て
き
ま
し
た
。

　
本
年
４
月
か
ら
の
第
４
期
（
平
成
21

〜
23
年
度
）
で
は
、
社
会
経
済
の
悪
化

に
よ
る
生
活
へ
の
影
響
な
ど
を
考
え
、

介
護
保
険
料
の
据
え
置
き
と
、
保
険
料

率
も
６
段
階
方
式
を
８
段
階
方
式
に
改

正
し
、
高
齢
者
の
負
担
が
少
し
で
も
軽

減
さ
れ
る
よ
う
に
決
定
し
ま
し
た
。

　
３
年
ご
と
に
見
直
さ
れ
る
第
４
期
介

護
保
険
事
業
計
画
に
よ
り
、
介
護
保
険

料
の
基
準
額
は
前
年
と
同
額
に
決
ま
り

ま
し
た
。

　
介
護
報
酬
改
定
（
プ
ラ
ス
３
％
）
に

伴
う
保
険
料
上
昇
分
に
つ
い
て
は
、
国

の
交
付
金
に
よ
り
被
保
険
者
の
負
担
が

軽
減
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
税
制
改
正
に
伴
う
「
激
変
緩

和
措
置
」
は
、
平
成
20
年
度
で
終
了
と

な
り
ま
し
た
。

★
「
第
４
段
階
」
の
世
帯
の
誰
か
に
住

　
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
が
、
本
人

　
は
住
民
税
非
課
税
で
前
年
の
合
計
所

　
得
金
額
と
課
税
年
金
収
入
額
の
合
計

　
が
80
万
円
以
下
の
人
の
保
険
料
率

　
を
０
・
９
に
軽
減
し
ま
し
た
。

★
「
第
８
段
階
」
の
本
人
が
住
民
税
課

　
税
で
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

　
４
０
０
万
円
以
上
の
人
の
保
険
料
率

　
１
・
６
を
追
加
し
ま
し
た
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
市
い
き
い
き
長
寿
課

　
　
０
８
６
９
｜
２
６
｜
５
９
２
６

　
介
護
保
険
の
財
源
は
、
保
険
料
と
公
費
が

そ
れ
ぞ
れ
半
分
ず
つ
負
担
し
て
い
ま
す
。
こ

の
う
ち
、
40
〜
64
歳
の
人
（
第
２
号
被
保
険

者
）
が
納
め
る
保
険
料
が
費
用
全
体
の
30
％
、

65
歳
以
上
の
人
（
第
１
号
被
保
険
者
）
が
納

め
る
保
険
料
が
20
％
を
そ
れ
ぞ
れ
負
担
し
、

社
会
全
体
で
制
度
を
支
え
る
し
く
み
に
な
っ

て
い
ま
す
。

第
４
期
介
護
保
険
料
が
決
ま
り
ま
し
た

介護サービス費・６５歳以上被保険者数年度別実績と推計

■介護保険の財源

■基準額はこのように算出されます■

　介護が必要になったとき、安心して介護保険の
サービスを受けられるように、保険料は必ず納め
ましょう。

■
所
得
段
階
は
８
段
階
に
な
り

　
ま
す

■
介
護
保
険
料
の
基
準
額
は
据

　
え
置
き
ま
す

■介護保険料の賦課徴収業務は４月から税務課・収納推進課に変わります

　☆普通徴収（納付書で納めている人・口座振替により納めている人）

　　・４月に仮算定納付書が届きます。（納期限　４月30日）

　　・６月に本算定納付書が届きます。（納期月　６・８・10・12・２月）

　☆特別徴収（年金から天引きされている人）

　　・６月に本算定納付通知書が届きます。（納期月　４・６・８・10・12・２月）

　★65歳になったばかりの人、転入してきた人などは、特別徴収（年金天引き）になるまで、

　６カ月から１年程度かかるので、ご了承ください。

■問い合わせ先　市税務課　　０８６９－２２－１１１４
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瀬戸内市の保険料の基準額　55,200円（年額）　4,600円（月額）

所得段階

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

第８段階

対　象　者 保険料率 保険料（年額）

●生活保護を受けている人
●世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金（※1）
　を受けている人

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は
住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収
入額の合計が80万円以下の人

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は
住民税非課税で第４段階以外の人

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200
万円未満の人

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200
万円以上400万円未満の人

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400
万円以上の人

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額
（※2）と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

世帯全員が住民税非課税で、第２段階以外の人

基準額×0.50

基準額×0.50

基準額×0.75

基準額×0.90

基準額×1.00

基準額×1.25

基準額×1.50

基準額×1.60

2 7 , 6 0 0円

2 7 , 6 0 0円

4 1 , 4 0 0円

4 9 , 6 0 0円

5 5 , 2 0 0円

6 9 , 0 0 0円

8 2 , 8 0 0円

8 8 , 3 0 0円

※1  老齢福祉年金とは…明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人
　　　　　　　　　　　に支給される年金です。
※2  合計所得金額とは…「収入金額」から「必要経費の相当額」を差し引いた額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除
　　　　　　　　　　　をする前の金額です。

瀬戸内市で
必要な介護
サービスの
総費用

65歳以上の
人の負担分
20％

瀬戸内市に
住む65歳
以上の人数

瀬戸内市の保険料の

基準額
55,200円（年額）
4,600円（月額）

× ÷ ＝

65歳以上の人の保険料

40～64歳の人の保険料

国 25％
都道府県 12.5％
市町村 12.5％

20％

30％

公費（税金）50％

67


